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　独立行政法人（以下独法）は、2001年の省庁再編と同時に「行政減量化」の方策の一つとして導

入されました。

　現在、独法は101法人あり、職員数は、12万8627人（2006年1月）。独法の運営は、主務大臣が中期

目標を決め、独法理事長が中期計画（３年から５年

の期間）を策定し、その終了時に、総務省評価委員

会を頂点とする評価を受けて、組織の見直しを含

めて方向を決める仕組みとなっています。独法は、

国自らが直接は実施しないが、民間の主体にゆだ

ねた場合、当該事業が必ず実施されるという保障

がなく、実施されないときには、国民生活や社会経

済の安定に著しい支障を生じる事務事業を行うと

されています。

国立研究機関等を独法化

国立病院、国立大学等を法人化

独立行政法人の運営費交付金増額を独立行政法人の運営費交付金増額を



毎年削減、行政サービス提供が困難に

■独法の運営費交付金

　独法の業務を運営する

経費については、基本的に

国からの「運営費交付金」

という「渡しきり」の予算

により賄われています。

　この運営費交付金の算

出については毎年マイナ

ス１％の効率化係数をか

けて算出されてきました。

　さらに、第２期中期目標

の期初（独法によって違う

が、多くは平成18年度）から、

運営費交付金は、一般管理

費と業務管理費に分けられ、

一般管理費については毎

年マイナス３％の効率化係数をかけ、業務管理費については毎年マイナス１％の効率化係数を

かけています。なお、人件費の総額については、平成18年度以降の５年間で、５％の削減を図るこ

とが決められています(行政改革推進法)。

　毎年マイナスの効率化係数をかけられることによって独法予算は“じり貧”の構造となってい

ます。この効率化係数自体については、財務省は独法通則法第２条で「(業務を)効率的かつ効果

的に行わせる」としていることをもって、その根拠としています。独法は国民生活や社会経済に

不可欠な業務を担っており、交付金の一律的削減によって行政サービスの十分な提供が困難に

なります。【※各独法の実態は巻末に収録しています】

▼独法の運営費交付金削減の一例



　財務省は、国の膨大な借金がある以上、

歳出削減(運営費交付金削減)は当然と

いう立場です。しかし、赤字の真の原因

は無駄な大型公共事業と「税制空洞化」

です。左下図にあるように、この間一貫

して国家公務員数を削減しているのに、

国の借金は増え続けています。また、右

下図にあるように、日本はすでに「小さ

な政府」です。

　先進諸国なみの予算配分と史上空前

の利益をあげる大企業による税の応能

負担こそ必要です。具体的には国公労

連の税制改革提言（2007年1月発表、右表）

にあるように、租税特別措置法におけ

る大企業・大資産家優遇の22項目にわ

たる措置について是正すれば計14兆円

を確保できます。そして、独法の運営費

交付金の増額も可能となります。

先進諸国なみの予算配分と不公平税制を

是正すれば、運営費交付金の増額は可能

■財務省は「財源がない」と言うが…



　予算執行の自由度の高い交付金が減ったことで、外部資金の獲得に奔走せざるを得ず、外部資

金の使い勝手の悪さ、柔軟性の無さ、手続きの煩雑さや、外部への情報提供の増大等によって研

究する時間が減り、また、外部資金を取りづらいテーマで研究費が不足するなど、さまざまな問

題が生じています。また、長期的視野に立ったシーズ研究が疎かにされ、研究所の独自性も失わ

れてしまうことが懸念されます。具体的には、以下の意見が現場から寄せられています。

　◆外部資金獲得が奨励された結果、資金獲得の提案書作成から諸般の事務処理等の増加によ

り、実験や数値解析等、本来の研究業務に充てられる時間が減った。

　◆コンソーシアムへテーマを提案した結果、外部からの問い合わせが増え、注目されたことは

良いことであるが、後発企業が情報収集のみに接触してくることもあり、こちらからの一方的な

情報提供に終わり、相互メリットにつながらない時間を費やすことが増えた。コンサルティング

費用を設定しても良いと思われる。

　◆交付金は使える費目の自由度が大きいが、外部資金は制約が強く、使い辛い。それにより、事

務も煩雑化。

　◆プロジェクト型任期付職員は、専従である必要があるため、外部委員委嘱を受けた場合やプ

ロジェクトに直接関係ない学会参加などは休暇をとって、自腹参加となる。

　◆外部資金をとれない場合、スペース課金の負担が重くなり、装置を手放したり、部屋の移動

をしなければならなくなる。また、外注で済ませられる事を、研究者自らが時間を割いて行わね

ばならないなど効率が悪い。

　◆外部資金を取ってきた場合、光熱水料費を含む管理経費という名目で一定比率（例えば15％）

を所に吸い上げられる（オーバーヘッド）。一部がユニットに還付金という形で還付されるが、

100％ではないため（例えば15％のうちの９％程度でしかない）、資金提供側が想定しているほど

研究現場へは制約の少ない還付金が行き渡っていない。その結果、資金提供側の監査で説明に苦

労することもある。（手続きの煩雑さ。非効率。）

　◆ユニット留置費、所内留置費などが減り、将来の弾となるシーズ的な研究ができない。

　◆交付金による内部グラントをもっと充実し、プロジェクト終了後の厳しい評価を前提に、内

部での評価の高い研究プロジェクトには、外部資金に頼らなくとも充分な研究費が得られるシ

ステムにしてほしい。

　◆産総研に限らず、国内の旧国立研究所がどこもかしこも、外部資金に頼る比率が高くなると、

外部資金受けする研究テーマばかりが重宝され、画一的な提案内容となり、研究所ごとのカラー

が無くなる。

外部資金の獲得が奨励され

事務煩雑化、研究の効率性低下

▼運営費交付金削減で独立行政法人の職場は…

■産業技術総合研究所

全経済 産業技術総合研究所労働組合



製品事故増大のなか、国民の安全を

守るために交付金の増額が必要

■製品評価技術基盤機構

　製品評価技術基盤機構（以下ＮＩＴＥ）は、2001年４月の独法移行後、概ね横ばいの予算推移で

したが、この数年は、漸減傾向になっています。ＮＩＴＥは、知的基盤整備の観点から、これまで

も様々な技術情報の提供業務を行っています。最近は、特に近年の多発する製品事故など、社会

的・政策的な要請が増大しており、国民生活や産業活動の安全のため「信頼できる技術情報」をＮ

ＩＴＥがいち早く収集、分析、整理し、情報提供していくことが求められています。

　ＮＩＴＥとしては、これまでの実績や全国展開のメリットを生かせる機会と捉える一方、いま

の限りある人員と予算の中で、業務量の増大と質の向上をどうやって成し遂げるのか、職員各々

が多かれ少なかれ緊張と負担を強いられています。

　こうした中、ＮＩＴＥ労組は、「運営費交付金について、増大する業務展開に必要な予算額を十

分確保すること」をねばり強く当局に要求し、交付金の減少を抑制し、職場が困らない予算を確

保するように働きかけてきました。

　これに対し、ＮＩＴＥ当局は政策係数γを1.0113確保（19年度）し、成果を強調する一方で、「交

付金を取り巻く環境は益々厳しくなることが予想されるものの、ＮＩＴＥに対する役割や期待

は益々向上しており、行政サービスの更なる向上を図る必要がある」「予算編成は、限られた資源

を有効に活用し、最大限の成果を創出することをポリシーとする」といった逆立ちの方針を立て

ています。つまり、選択と集中を進め、新規業務や拡大する業務（重点投資枠）以外の既存業務に

ついては、結果的に大幅な効率化（削減）を強いています。

　例えば、バイオ分野では、予算配分でかなり厳しい査定（193百万円減／約13％減）を受け、部門

内では非常に苦しい対応を迫られています。その結果、「旅費、消耗品は原則２割カット」「管理業

務は極力カット」など、強引な一律カットを余儀なくされています。現場では、「必要な実験をし

たくてもできない」「お金がないので、中古の装置でいいから譲ってほしい」といった切実な声も

あがっています。日頃から、実験従事者は、少しでも安価な試薬を調達し、試薬のボリュームを減

らすなど、コストダウンに努めているのに、そのケチケチ度を遙かに超える大幅削減に愕然とし

ている者もいます。同様に、他部門でもやりくりに苦労しているところがあると思われます。

　財務省当局にあっては、本当に国民や社会の要請に応え、その役割を果たすため、まじめに努

力している現場の職員の姿を見てほしいと思ます。我々は、むやみに歳出（国民の負担）を増やす

ことを望んではいませんが、本当に必要な最低限の予算を手当てしてもらい、ひいては国民生活

の一層の安全を守ってほしいと願うものです。

全経済 製品評価技術基盤機構労働組合

「必要な実験ができない」「中古の装置でも譲って欲しい」



運営費交付金の削減により

新規採用凍結で組織の維持が困難に

■情報通信研究機構

　情報通信研究機構（以下「ＮＩＣＴ」）は、2001年に先行して独立行政法人となった通信総合研

究所と特殊法人通信・放送機構が統合したことにより、2004年にスタートしました。このためＮ

ＩＣＴは、直轄研究といわゆるファンディング機能を兼ね備える組織となったことから、研究成

果と併せて一層の業務見直しと効率化が命題となっています。

　2006年には非特定の組織として第２期中期計画が開始され、他の独立行政法人と同様に総人

件費を５年間で５％削減する目標が掲げられており、現在は研究職・総合職を問わずパーマネン

ト職員の新規採用を凍結する事態となっています。この事態が続けば組織を維持することは困

難であり、人件費削減を中心課題とする組織・業務見直しをせざるを得ず、研究職に対して大学

等への就職斡旋やポスドクの活用が進められています。しかしながら、ポスドクはパーマネント

採用ができない実情の中では、ＮＩＣＴでの任期終了後の就職活動を続けなければならず、限ら

れた時間の中で研究成果を求められつつも就職活動を行なわなければならないなど過酷な労働

条件となっています。

　研究予算についても、運営費交付金の削減により、外部の競争的資金の公募に積極的に取り組

むようになりましたが、外部資金を獲得するための資料の作成や、獲得後も運営費交付金による

業務と外部資金による業務との切り分けが求められるようになり、業務量の増大はもとより、評

価に関しても外部資金での業績をどのように評価するか等、明確にされていない問題点が発生

しています。

　更には国民生活と密接な業務の実施についても運営経費が削減されており、国からの業務委

託契約に関して民間企業と競合する入札が強要される昨今の現状と併せて、独立行政法人通則

法に規定する「独立行政法人の存在意義」は根底から否定されていると言わざるを得ません。現

在、特殊法人改革によって膨大な独立行政法人が誕生しており、その業務推進・予算処理方法に

ついて物議を醸していますが、いわゆる事業系に対する評価の指標と基礎研究などの責務を負

う旧国立研究機関に対する評価の指標は分ける必要があり、一律的な運営費交付金の削減は研

究・技術立国を目指すべき政府自らの方針にも反するものであり、即刻必要な予算を確保するよ

う求めるものです。

全情報通信労働組合 研究機構支部

パーマネント職員の新規採用を凍結

外部資金獲得のため業務量増大



訓練機の安全確保も限界

良質なパイロット育成が困難に

■航空大学校

　航空交通の世界では、アジア諸国の経済発展にともなう世界的な航空交通量の伸びに伴い、パ

イロットの需要が高まり、日本国内でも団塊の世代の退職とも合わせその傾向は顕著になって

います。こうした状況からも、日本の航空輸送における基幹的要員であるパイロットは、慢性的

な要員不足に陥っているというのが現状です。

　ところが、国の政策目標でもある「優秀なパイロットを安定的に供給することにより、安定的

な航空輸送を図る」ことを目的に設立された唯一の教育機関である航空大学校は、2001年度から

国の業務と切り離され、特定独立行政法人としての運営を余儀なくされました。また、その運営

に関わっては2005年に閣議決定された「行政改革の重用方針」により５年間で５％以上の人件費

を削減するだけでなく、予算である主務官庁からの運営費交付金が一方的に削減されています。

　航空大学校では訓練機の整備・運航費用は予算の中でも、大きなウェイトをしめており、交付

金削減を受けて、作業内容の見直しや、グランドサービスの一部廃止などで、整備費用を削減し

ているものの、訓練機の安全を保つには限界にきているのが現状です。さらに近年の石油の高騰

に伴い、航空機燃料負担が大幅に増え、庁舎の維持管理費用を削減するなどの緊急的な対応で訓

練運航を確保しているのが現実です。老朽化した航空機を更新する予算確保では、機体の維持管

理予算すら満足の得る状況でないことからも到底不可能なだけでなく、老朽化した機体の保守

管理時間の長期化から運航可能機体数が不足し、その結果、訓練時間の遅れを招いています。

　一方、そこで働く職員の労働環境は厳しさを増し、人件費の抑制からくる要員の削減から業務

量が一向に減らず、求められる教育研究機関として業務に対するモチベーションを高められな

い状況です。また訓練時間の確保から土曜フライトが頻発するなどし、機体の整備管理者や運航

管理者までが休めない職場となっています。これ以上の交付金削減は、技術革新に沿った教育カ

リキュラムの開発や学生の訓練時間確保、教官の技量確保に必要な訓練飛行維持を一層困難に

するばかりでなく、良質なパイロット育成の本質を失うことになり安全運航を脅かす以外のな

にものでもありません。

　こうした、公務の独法化を中心とした市場化原理の追求を経済活性の万能薬として、安全を何

よりも優先させなければならない職場に持ち込むことは、国民に大きな負債を強いるのと同一

の行為に他なりません。

　私たちは、安全と環境を守り、国民・利用者のための操縦者養成をすすめることができるよう、

航空大学校独立行政法人の運営費交付金削減に反対します。

全運輸 航空大学校労働組合

技術革新に沿った教育、訓練飛行ができない



検査の形骸化で、国民の安全や

環境を守ることが困難に

■自動車検査

　自動車検査をとりまく状況は、自動車検査場における受検者の不当要求や暴力行為、さらには、

自動車メーカーによるリコール隠しや架装メーカーによる二次架装など様々な不正が後を絶ち

ません。

　こうしたなかで、窒素酸化物（ＮＯｘ）、粒状物質（ＰＭ）、ディーゼル黒煙（ＤＳ）など地球環境

や健康に悪影響を及ぼす自動車の排気ガス規制が守られているのか、また、京都議定書に基づく

二酸化炭素（ＣＯ2）の削減目標達成できているのか、自動車のリサイクルの実態把握など、国が

チェックする「車検」での守備範囲は拡がっており、安全と環境に加え、納税や自賠責保険の確認

など自動車行政と一体で国が責任をもって行うべきものという理解が深まっています。

　しかし、その一方では行政機能を企画立案部門と実施部門を分離する手法で自動車検査は02

年７月に独立行政法人化され、07年４月からは非公務員型で運営されています。この間、自動車

検査独立行政法人の運営費交付金は一律機械的に削減され続け、必要不可欠な検査機器の購入

や更新、新技術に対応するための機器開発・導入の大幅な遅れが深刻な問題となってきています。

「検査基準ができても検査機器がない」という、自動車検査の質の維持さえ困難な状況になって

います。

　国の予算削減を口実に、検査にかかる国の負担を減らすことは、自動車検査の形骸化を招きか

ねず、結果として、自動車使用者に責任を押しつけることは、行政責任を放棄するものです。また、

そのために引き起こされる事件・事故によって、国民・利用者は多大な負担を強いられることに

つながるものです。

　私たちは、安全と環境を守り、国民・利用者のための自動車検査行政をすすめることができる

よう、自動車検査独立行政法人の運営費交付金削減に反対します。

全運輸 自動車検査労働組合

「必要不可欠な検査機器がない」
検査の質の維持が困難な状況に



他の医療機関では担えない

不採算の政策医療等が困難に

■国立病院機構

－６－

　国立病院は、2004年4月に独立行政法人国立病院機構に移行しました。

　国立病院は、全国的に地域の一般医療に重要な役割を果たしているとともに、重症心身障害児

(者)・筋ジス、結核、精神など他の医療機関では担うことのできない不採算な政策医療を積極的

に担っています。

　しかし、国立病院機構における国からの運営費交付金は、予算ベースで04年度521億円、05年度

514億円、06年度506億円、07年度498億円、と連年にわたり減少しています。

　05年度の決算ベースで見ると、経常収益7,665億円に対して、国からの運営費交付金は約508億

円で6.6％となり、そのうち国自体の債務（国時代に勤務していた職員の退職金等）の426億円を

除くと、わずか約83億円で1.1％となります。

　そのうち不採算の政策医療に対する運営費交付金は約40億円であり、経常収益のわずか0.6％

に過ぎません。しかも、この政策医療に関わる運営費交付金は、結核病床の空床手当とか救急医

療に対するものであって、不採算の政策医療に関わる交付金はまったく繰り入れられていない

と言える状況です。

全日本国立医療労働組合

交付金が毎年削減された上、
不採算の政策医療には繰り入れられず
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